
 

※１ ・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー

・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合

・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合

・自動販売機（自動販売機内で調理を行うホットスナックなど）

・ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合（８／８から追加）

問い合わせ先 ・栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金【第６弾】のコールセンター　０２８－６５１－３７０７（午前９時～午後５時（土日・祝日を含む））

・月次支援金相談窓口　０１２０－２１１－２４０又は０３－６６２９－０４７９（午前８時30分～午後７時（土日・祝日を含む））

・地域企業事業継続支援金サポートセンター　０２８－６１２－５５３０（午前９時～午後５時（土日・祝日を除く））

※詳細については、検索ワードから各ホームページをご確認ください。
栃木県感染拡大防止営業時間短縮協力金（第６弾）等フローチャート

いいえ

食品衛生法に基づく営業許

可証（飲食店及び喫茶店に

かかる許可）に記載されて

いる飲食店ですか？

※１を除く

はい

いいえ

通常、20時から５時の間が営業時間に含まれて

いますか？ 例：営業時間が17時～22時

緊急事態措置又はまん延防止

等重点措置に伴う飲食店の休

業・時短営業又は外出自粛等

の影響を受けていますか？

いいえ

いいえ

はい はい

申し訳ありませんが今回、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金、月次支援金、地域企業事業継続支援金は対象にはなりません。

今回のフローチャートでは対象とならなくても、各市町独自の施策が対象となる場合もありますので、最寄りの機関のＨＰ等をご確認ください。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売

上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50％以上減少していますか？

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売

上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30％以上減少していますか？
はい

いいえ

国の月次支援金(９月分)が対象となる可能性があります。

給付限度額：中小法人等 20万円以内

個人事業者等 10万円以内

給付額：2019年又は2020年の９月の売上－2021年の９月の売上

【検索ワード：月次支援金】

県の地域企業事業継続支援金(９月分)が対象となる可能性があります。

給付限度額：中小法人等 20万円以内

個人事業者等 10万円以内

給付額：2019年又は2020年の９月の売上－2021年の９月の売上

【検索ワード：栃木 継続支援金】

通常、営業時間が５時から20時の間であり、酒

類又はカラオケ設備を有していますか？ はい

9/13～9/30の全日程において、

通常、営業時間が５時から20時の間の場合は、休業し

ましたか？

又は通常、20時から５時の間が営業時間に含まれてい

る場合は、酒類、カラオケ設備の提供をとりやめ、５

時から20時までの時間短縮営業（休業を含む）を実施

しましたか？

はい

はい

9/13～9/30の全日程において酒類、カラオケ設備の提

供とりやめ５時から20時までの時間短縮営業（休業を

含む）を実施しましたか？

いいえ

はい

栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金【第６

弾】が対象となる可能性があります。

支給額：中小企業等 72万円～180万円 大企業 360万円以内

※中小企業等

1日あたりの売上高×0.4（下限4万円/日、上限10万円/日）×18日

※大企業

1日あたりの売上高減少額×0.4（上限20万円/日又は1日あたりの売

上高×0.3のいずれか低い額）×18日

【検索ワード：栃木 時短 第６弾】
食品衛生法に基づく営業許

可証を有していないカラオ

ケ店ですか？

はい

いいえ

いいえ


